


　

様
々
な
名
目
で
現
金
を
だ
ま
し
取
る「
振
り
込
め
詐
欺
」が

昨
年
末
か
ら
県
内
で
多
発
し
、
今
年
に
入
っ
て
も
２
月
17
日

現
在
で
48
件
発
生
し
、
総
額
７
，
９
０
０
万
円
を
超
え
る
被

害
と
な
っ
て
い
ま
す
。

多
発
す
る
振
り
込
め
詐
欺
の
手
口
は
、

　

○
息
子
や
孫
を
名
乗
る「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
」

　

○
役
所
の
職
員
等
を
名
乗
る「
還
付
金
詐
欺
」

の
２
種
類
で
す
。

　

一
度
だ
ま
さ
れ
る
と
、
数
十
万
円
以
上
の
被
害
が
出
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
暴
力
団
の
資
金
源
に
な
っ
て

い
ま
す
。
全
国
的
に
見
る
と
、
平
成
19
年
に
は
、
１
年
間
で

約
１
８
，
０
０
０
件
の
発
生
が
あ
り
、
約
２
５
０
億
円
の
被

害
が
出
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
は
、
自
主
防
犯
対
策

と
近
隣
、
家
族
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
化
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

な
ぜ
振
り
込
め
詐
欺
に
だ
ま
さ
れ
る
の
か
？

現
在
県
内
で
被
害
が
多
発

○
還
付
金
詐
欺
…
…
税
務
署
や
社
会
保
険
事
務
所
、
市
役
所

等
の
職
員
を
装
い「
税
金
、年
金
等
の
還
付
金（
払
い
戻
し
）

が
あ
り
ま
す
。」等
と
ウ
ソ
を
言
っ
て
、
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ

の
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
）の
操
作
を
指
示
し
て
、

巧
妙
に
お
金
を
だ
ま
し
取
る
手
口

　

１
月
末
か
ら
２
月
４
日
に
か
け
て
、
橿
原
市
内
に
お
い

て
、
社
会
保
険
庁
の
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら

　

医
療
費
を
還
付
す
る
は
が
き
が
届
い
て
い
ま
す
か
。
医

療
費
の
還
付
は
、
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
使
っ
て
行
っ
て
い
ま

す
。銀
行
や
ス
ー
パ
ー
等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
ど
と
言
っ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
を
言
葉
巧
み
に
操
作
さ
せ
、

現
金
を
振
り
込
ま
せ
る
詐
欺
事
件
が
続
発
し
て
い
ま
す
。

還
付
金
の
払
い
戻
し
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
で
行
う
こ
と
は
絶
対
に

あ
り
ま
せ
ん
。

《
全
国
の
被
害
状
況
》

　

約
２
，６
０
０
件
発
生
、約
30
億
円
の
被
害（
平
成
19
年
中
）

《
特
徴
》

▽
被
害
者
の
約
71
％
が
女
性
で
す
。

▽
50
歳
代
以
上
の
女
性
の
被
害
者
が
、
全
体
の
約
62
％
を
占

め
て
い
ま
す
。

　
（
犯
人
が
、
家
計
を
預
か
る
女
性
を
対
象
に
ね
ら
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。）

そ
の
他
の
手
口

○
オ
レ
オ
レ
詐
欺
…
息
子
や
孫
を
装
っ
た
り
、
警
察
官
や
弁

護
士
等
を
名
乗
っ
た
り
し
て
、
交
通
事
故
、
わ
い
せ
つ
事

案
等
様
々
な
口
実
で
、
示
談
に
す
る
に
は
お
金
が
い
る
の

で
、
口
座
に
お
金
を
振
込
ま
せ
る
手
口

《
全
国
の
被
害
状
況
》

　

約
６
，
４
０
０
件
発
生
、
約
１
４
５
億
円
の
被
害

（
平
成
19
年
中
）

《
特
徴
》

▽
被
害
者
の
約
73
％
が
女
性
で
す
。

▽
60
歳
代
の
女
性
の
被
害
者
が
全
体
の
約
29
％
と
最
も
多

く
、次
い
で
50
歳
代
の
女
性
が
約
19
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
（
理
由
…
子
供
が
、
社
会
的
に
責
任
の
あ
る
仕
事
に
就
い

て
い
る
年
齢
と
な
っ
て
い
る
。）

▽
交
通
事
故
に
見
せ
か
け
る
手
口
で
も
、サ
イ
レ
ン
の
ほ
か
、

被
害
者
と
さ
れ
る
相
手
の
泣
き
声
や
事
故
処
理
の
慌
た
だ

し
い
効
果
音
な
ど
を
吹
き
込
み
不
安
を
あ
お
る
事
案
も
発

生
し
て
い
ま
す
。

▽
犯
人
か
ら
の
着
信
履
歴
が
警
察
署
、
被
害
者
の
自
宅
の
電

話
番
号
や
家
族
の
携
帯
番
号
な
ど
に
な
っ
て
お
り
、
信
用

し
て
だ
ま
さ
れ
た
事
案
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
（
着
信
履
歴
は
、
偽
装
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
の
で
、
信

用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
で
す
か
ら
、
表
示
さ
れ
た
電
話

番
号
が
正
し
い
場
合
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
信
用
す
る
こ
と

な
く
、
必
ず
掛
け
直
し
て
事
実
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。）

○
架
空
請
求
詐
欺
…
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
等
の
有
料
サ
イ
ト
を

利
用
し
た
が
未
払
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
支
払
わ
な
け

れ
ば
、
押
し
か
け
る
、
裁
判
を
お
こ
す
な
ど
と
電
話
や
は

が
き
で
脅
か
し
、
口
座
に
お
金
を
振
り
込
ま
せ
る
手
口

《
全
国
の
被
害
状
況
》

　

約
３
，０
０
０
件
発
生
、約
38
億
円
の
被
害（
平
成
19
年
中
）

県内で被害が爆発的に発生

私は「大丈夫」が一番危ない
振り込め詐欺に遭わないために

�振り込め詐欺に遭わないために



《
特
徴
》

▽
被
害
者
の
約
57
％
が
男
性
で
す
。

▽
10
～
30
歳
代
の
男
性
の
被
害
者
が
全
体
の
約
33
％
を
占

め
、
特
に
20
歳
代
以
下
の
男
性
が
全
体
の
約
20
％
と
、
最

も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
（
こ
れ
ら
若
年
層
の
ほ
と
ん
ど
が
有
料
サ
イ
ト
利
用
料
金

詐
欺
の
被
害
で
す
。）

　

ま
た
、
10
～
30
歳
代
の
女
性
の
被
害
も
全
体
の
約
28
％
を

占
め
、
若
年
層
の
被
害
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

▽
公
的
機
関
や
債
権
回
収
会
社
と
類
似
の
名
前
を
か
た
っ
た

業
者
に
よ
る
架
空
の
債
権
の
請
求
事
案
も
発
生
し
て
い
ま

す
。

○
融
資
保
証
金
詐
欺
…
「
お
金
を
融
資
し
ま
す
。」と
は
が
き

や
電
話
、
新
聞
折
込
等
で
勧
誘
し
、
お
金
を
借
り
よ
う
と

連
絡
す
る
と
、「
融
資
す
る
前
に
保
証
金
や
登
録
料
等
が
必

要
な
の
で
、
口
座
に
お
金
を
振
込
ん
で
く
だ
さ
い
。」と
現

金
を
だ
ま
し
取
る
手
口

《
全
国
の
被
害
状
況
》

　

約
５
，９
０
０
件
発
生
、約
39
億
円
の
被
害（
平
成
19
年
中
）

《
特
徴
》

▽
被
害
者
の
約
53
％
が
男
性
で
す
。

▽
30
～
50
歳
代
の
男
性
被
害
者
が
全
体
の
約
37
％
を
占
め
て

い
ま
す
。

　
（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
や
遊
び
の
た
め
に
安
易
に
お
金
を
借
り
る

人
が
多
い
よ
う
で
す
。）

振
り
込
め
詐
欺
に
だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
の
対
策

１　

振
り
込
む
前
に
、
必
ず
、
本
人
等
に
確
認
す
る
こ
と
。

　
　

着
信
履
歴
や
相
手
が
指
定
し
た
電
話
番
号
は
信
用
し
な

い
で
、
必
ず
、
番
号
案
内（
１
０
４
）や
電
話
帳
で
電
話
番

号
を
調
べ
て
、本
人
や
行
政
機
関
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

２　

す
ぐ
に
振
り
込
ま
な
い
、
一
人
で
振
り
込
ま
な
い
。

　
　

多
く
の
場
合
、
振
り
込
む
お
金
は
、
10
万
～
１
０
０
万

円
単
位
の
大
き
な
お
金
で
す
。
一
人
で
判
断
す
る
の
は
避

け
て
、
兄
弟
、
家
族
、
警
察
等
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

３　

相
手
が
示
す
連
絡
先
に
は
、
絶
対
に
連
絡
を
入
れ
な
い

こ
と
。

　
　

相
手
が
示
す
連
絡
先
に
電
話
を
入
れ
れ
ば
、
犯
人
は
、

あ
な
た
の
電
話
番
号
を
着
信
履
歴
で
知
る
こ
と
に
な
り
、

何
度
も
繰
り
返
し
、
脅
迫
の
電
話
を
入
れ
て
き
ま
す
。
こ

ち
ら
の
連
絡
先
を
教
え
な
い
た
め
に
も
、
絶
対
に
連
絡
を

入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

４　

融
資
先
や
還
付
金
送
付
先
の
相
手
の
口
座
等
の
確
認
の

た
め
、
先
に
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

　
　

犯
人
は
、
言
葉
巧
み
に
、
理
由
を
つ
け
て
、
現
金
を

振
り
込
ま
せ
よ
う
と
し
て
き
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

５　

Ａ
Ｔ
Ｍ
機
の
操
作
方
法
を
電
話
で
指
示
す
る
こ
と
は
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。　

　
　

犯
人
の
指
示
に
従
っ
て
、
コ
ン
ビ
ニ
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
を
利

用
す
る
の
な
ら
、
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
へ
行
き
、
行

員
に
経
緯
を
説
明
し
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一
番
重
要
な
こ
と
は
、
家
族
や
ご
近
所
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、良
好
に
と
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
す
。

暇
を
見
つ
け
て
、
ご
近
所
で
の
話
題
や
社
会
問
題
、
振
り

込
め
詐
欺
等
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
気
軽
に
情
報
を
交
換
し

ま
し
ょ
う
。

そ
の
あ
て
先
は
大
丈
夫
で
す
か
？

　

書
留
、
小
包
、
普
通
郵
便
等
で
現
金
を
送
金
さ
せ
た
り
、

為
替
を
送
ら
せ
て
現
金
を
だ
ま
し
取
る『
振
り
込
め
詐
欺
』事

件
で
、
犯
人
が
送
金
先
と
し
て
利
用
し
た
住
所
を
お
知
ら
せ

し
て
い
ま
す
。（
警
察
庁
公
開
資
料　

http://w
w

w
.npa.

g
o.jp/pressrelease/souni3

/list_H
1

9
1

2
2

0
.

htm
l　

参
照
）

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
防
犯
対
策

☆　

不
審
な
電
話
や
郵
便
物
が
届
い
た
ら
、ま
ず
相
談
す
る
。

☆　

身
に
覚
え
の
な
い
請
求
は
無
視
す
る
。

☆　

相
手（
請
求
者
）に
連
絡
し
な
い
。

☆　

料
金
を
請
求
さ
れ
た
ら
、
支
払
う
前
に

　
　

警
察
や
奈
良
県
食
品
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　

　
（
☎
０
７
４
２
・
２
６
・
０
９
３
１
）に
相
談
す
る
。

☆　

日
ご
ろ
か
ら
、家
族
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
。

　

あ
な
た
の
大
切
な
人
を

　
　
　
　
　

被
害
者
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

■
問
合
先　

市
民
相
談
室
本（
内
線
３
６
３
）

　
　
　
　
　

五
條
警
察
署　

☎
２
３
・
０
１
１
０

�



山火事予防

五條市消防本部　☎22・3310

統一標語

　五條市消防本部では、文化財防火週間（１月２３日～１
月２９日）に伴い、中之町大善寺で消防訓練を1月２５日
に実施しました。
　訓練は、庫裏より火災が発生し、本堂に延焼の恐れが
あるとの想定で行われ、大善寺住職による１１９番通報、
市指定文化財（文殊菩薩騎獅像、普賢菩薩騎象像）の重要
物搬出訓練などを行いました。消防本部は現地指揮本部
を設置し、情報収集、消防隊および地元消防団による消
火訓練を行いました。その後、住職および檀家協力者に
よる、初期消火訓練も行われました。参加者は真剣に取
り組み、地域住民の文化財に対する防火意識の高揚を図
りました。

大善寺で消防訓練を実施
文化財防火週間

火災発見時には早い通報を
　もし、煙や火災を発見したらあわてずに１１９番通報をしてください。携帯
電話からでも可能です。署の通信員が応えますのでまず場所・住所を知らせ、
何が燃えているか（建物・車両・山林等）を言い、逃げ遅れや負傷者の人数も
可能であれば伝えてください。最後に通報者の名前と電話番号を教えてくださ
い。「もうだれかが通報している。」と思いこむと通報が遅れてしまい災害が大
きくなります。１１９番通報は重複してもかまいません。２報、３報で詳細な
情報を聞いています。１秒でも速く消防車が到着できるように皆さんのご協力
をお願いします。また、火災の問い合わせは　☎２２・０１１９にしてください。
火災の状況がアナウンス放送で流れるようになっています。

　山火事は、空気が非常に乾燥し、草木が芽吹く前の春先に多く発生しています。
　燃えてしまった山林を元の姿に戻すには多大な労力と時間が必要です。
　山火事を起こさないために、次のことに注意してください。
１　枯れ草等のある場所で、たき火等をしない。
２　強風時や乾燥時は、たき火等をしない。
３　たき火の場所を離れる時や終わった後は、完全に消火する。
４　タバコの投げ捨てをしない。
５　山林で火入れやたき火をするときは、許可や届出が必要です。

「山火事は　地球の未来も　燃やします」

�消防トピックス



こんにちは
エリック・コズィオール
外国語指導助手（ALT）

です

雪、雪、雪
　私の出身地ニュージャージーでは、雪の降る量は五條とほぼ同じです。

でも、日本に来る前の６年間はニューヨーク州のロチェスターに住んで

いました。そこはアメリカの北の端で、ニューヨーク市よりむしろカナ

ダの方が近く大きさは平均的な町ですが、雪の量は平均以上です。

　大量の雪は湖効果と呼ばれるものの影響です。一般的に冬が厳しけれ

ば冷たい風が吹きます。この冷たい風がそれより温度が高い湖の上を渡

るとき、多くの雪を発生させるのです。ええ、本当に大量の雪なんです。

２００６年の９月、あまりの多くの雪のために仕事に行けない日があり

ました。バッファローという近くの市では、さらにひどく二週間も電気

が止まりました。家から出ることさえ、できなかった人たちもいます。

　だから私は生まれてからこれまで、たくさんの雪を経験してきました。

でも先月、車で大塔小学校へ行ったときはこれまでにない経験をしまし

た。ほんの少しの雪ですが、山間の道はびっくりするほど危険でした。一

度なんか、前にも後ろにも動くことができませんでした。ものすごくゆっ

くり、ものすごく注意して運転しなければなりませんでした。何とか無

事学校に着けました。

　それでもこちらでは、ロチェスターで見たほどの雪がないのがうれし

いです。

＊この記事は、ＡＬＴの書いた英文を訳したものです。
　英語版は中央公民館にあります。

地域の子どもは
地域で育てよう

　青少年センターでは、啓発テープを流しながら子ども
たちの下校時間を中心に巡回活動を行っていますが、不
審者対策や非行防止には地域・学校・家庭の連携が不可
欠です。

―どの子にも　わが子と同じ　声をかけ―

青少年センター　☎２４・３００４

不審を感じたら、すぐに １１０番通報 をお願いします。

�



寒風に負けず、たすきをつなぐ

　第５０回五條市駅伝大会が１月２７日に開催され、
４部門２５チームが参加しました。
  午後１時の号砲を合図に第一走者が一斉に野原中学
校をスタート。冬空が広がり時折雪の舞うなか、一本
のたすきをゴールへつなぐべく、６人のランナーが日
ごろのトレーニングの成果を十分に発揮し、６区間
２０．８㎞のコースを寒さに負けず健脚を競いました。
成績は次のとおりです。

▽一般の一部 優　勝　阪合部地区体育協会
 準優勝　南阿太地区体育協会Ａ
 ３　位　大塔地区体育協会
▽一般の二部 優　勝　五條市消防本部Ａ
 準優勝　吉野川トライアスロンクラブ
 ３　位　Yosoji's阪合部
▽中学生男子の部 優　勝　五條西中学校Ａ
 準優勝　五條中学校Ａ
 ３　位　五條西中学校Ｂ
▽中学生女子の部 優　勝　五條西中学校
 準優勝　五條中学校Ａ
 ３　位　野原中学校

第５０回五條市駅伝大会

声援を背に全力疾走

　上野公園トリムコースで第２３回吉野川ジュニア駅
伝が２月９日行われ、参加した１５チームの選手たち
は応援の声にこたえ一生懸命たすきをリレーしました。
結果は次の通りです。

優　勝　五條東・五條西体育協会Ａ
準優勝　牧野・田園・あづみ台体協Ａ
３　位　北宇智体育協会
４　位　阪合部体育協会Ａ
５　位　野原・南宇智体育協会Ａ

第２３回吉野川ジュニア駅伝

元気良く手をあげて

　この春、小学校一年生になる市内幼稚園・保育所（園）
の幼児を対象にした「新入学児童交通安全教室」が行わ
れました。
　奈良県警察本部交通巡視員による交通安全の人形劇
などの後、五條警察署員、交通巡視員を講師に横断歩
道の渡り方、信号機の見方などの実技演習が行われま
した。

新入学児童交通安全教室
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【推薦】　「山里の歴史」　中　正幸

【特選】　「五万人の森の賑い」　下田　秋乃

五條東中学校の生徒

五條中学校の生徒

美しい郷土の風景

　「美しいまち、五條」をテーマに開催された、第４回
五條市観光協会フォトコンテストに１０１点の応募が
あり、審査の結果次の作品が入選しました。（賞・タイ
トル・氏名の順＝敬称略）

▽推薦　　「山里の歴史」 中　正幸
▽特選　　「五万人の森の賑い」 下田　秋乃
▽準特選　「春えの絵巻」 戸谷　晴彦
▽特別賞　「霧の朝」 東野　隆弘
▽入選　　「晩秋の賑わい」 栗原　義孝
　　　　　「黄葉爛漫」 内潟　外喜男
　　　　　「雨あがりの賀名生宮」 城前　伊佐雄
　　　　　「収穫迎えて」 北　好雄
　　　　　「ヤナとたわむれる子供たち」 松尾　佳和
　　　　　「休日」 北　正子
　　　　　「春 辯天宗」 原田　キヨウ
　　　　　「吉野川の鯉流し」 東　敬朗
　　　　　「鬼走り」 石投　賢治
　　　　　「黄金落葉」 棚本　行宣
　　　　　「楽しい夏」 藤田　治

第４回五條市観光協会フォトコンテスト入選者決定

五條市スポーツ・文化表彰

 スポーツや文化において顕著な活躍を見せた人物を表彰する
「五條市スポーツ・文化表彰」が、このほど大塔中学校２年の
波夛奈緒美さんに贈られました。
　今回の受賞は、大塔中学校デジタル工房部の唯一の部員で
ありながら、第２４回ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテスト・
ラジオ部門において優良賞を受賞した功績によるものです。
またデジタル工房部は同大会の４年連続決勝に出場するなど
の優秀な成績を収めています。

大塔中学の波夛さん

１４歳の Fire Fighter

　「職場体験を通して自己を高めよう」をテーマに、五
條東中学校男子８人が１月１７日・１８日に、五條中
学校男子３人が１月３０日・３１日・２月１日にそれ
ぞれ五條市消防本部で職場体験学習を行いました。
　空気呼吸器を着けての救出訓練や実際に放水した模
擬火災出動、防火対象物への立入検査の実施などを実
践的に体験し、職員の指導を受けながら学習に取り組
みました。
　今回の体験を経た１１人は、「規律や訓練が厳しかっ
たけど、ほかでは体験できない事を体験できて楽しかっ
たです。」などと話し、窪消防署長は「ここで体験した事
を、今後の人生に活かしてください。」と職場体験学習
を締めくくりました。

職場体験学習
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髙崎会長から表彰状が贈られる

善行幼児・児童・生徒表彰式

　五條市校区補導会連絡協議会が平
成元年から行っている善行幼児・児
童・生徒表彰式が、本年度も２月
１６日市民会館大ホールで行われま
した。
　この表彰は、地域・学校・家庭な
どで、思いやりや勤勉さから、他の
模範となるよい行いを続けている幼
児・児童・生徒を表彰し、青少年の
健全育成をはかることを目的に行っ
ているものです。
　なお、表彰を受けた幼児・児童・
生徒は次の通りです。（敬称略）

■団体（１５団体）
　五條小学校　４年生
　北宇智小学校　ふれあい当番　
　北宇智小学校　にこにこ会
　阿太小学校　児童会
　宇智小学校　児童会
　宇智小学校　６年生
　阪合部小学校　児童会
　西吉野小学校　集会委員会
　五條幼稚園　年長組　
　賀名生幼稚園　年長組
　白銀北幼稚園　たんぽぽ組
　ちべん保育園　ききょう組
　なかよし保育園　ぞう組
　　　　　　　　　らいおん組
　南宇智保育所　すみれ組
　二見保育所　きりん組

■個人（５０人）
　岩本圭世（五條小学校４年）、
　岩本充弘（同３年）
　笹谷壮志（五條小学校５年）
　藤村静香（五條小学校６年）
　和田小次郎（五條小学校５年）
　野中賢斗、山本洋也、緒方彩乃、
　稲森咲穂（牧野小学校６年）
　入江美津希（北宇智小学校６年）
　辻本真規（北宇智小学校６年）
　森岡麻奈（北宇智小学校６年）
　中野捺実（阿太小学校６年）
　細川英晃（宇智小学校６年）
　桑田望美（宇智小学校６年）、
　石田万葉（同５年）  　

　北村公美、中井咲希、楠本綾、　
　岡田留依、岩井孝行
　　　　　　　（野原小学校６年）
　大前汐梨、寺田春香、向阪知恵
　　　　　　　（野原小学校３年）
　田中智己、植川晃次、山本一裕、
　阪本舞（阪合部小学校６年）
　森脇里佳（西吉野小学校６年）
　大垣涼太（大塔小学校６年）、
　中窪大喜（同５年）
　尾花瑞希（五條中学校３年）
　川内里紗（五條中学校３年）
　佐古井香奈（五條中学校３年）
　西本宏明（五條中学校２年）
　福塚啓司（五條東中学校３年）
　鍛冶和宏（野原中学校３年）
　中井菜摘（野原中学校３年）
　森勇二（野原中学校３年）
　吉原千絵（野原中学校３年）
　吉岡岳貢（五條西中学校３年）
　平晏奈（西吉野中学校３年）
　中上智寿代（西吉野中学校１年）
　阪口智美（西吉野中学校３年）
　丸森しほ（西吉野中学校３年）
　今西礼子、上絵理香
　　　　　（西吉野中学校３年）
　浦林裕香（西吉野中学校３年）
　波夛奈緒美（大塔中学校２年）
　牛島恵梨香（智辯学園中学校２年）

個人５０人　１５団体が受賞

�五條ニュース



路線バスの運行が変更されます
　奈良交通（株）・南海りんかんバス（株）により運行されている路線バスは、利用客の減少による経営環境悪化に
より、本年４月から次の路線について、運行が変更されます。
①平沼田線 五條バスセンター～奥谷間全日３回が休止となります。

代替交通として乗合タクシーを、月曜日・水曜日・金曜日の週３日運行し、１日
あたり３回とします。乗合タクシーは従来のバス路線を時刻表により運行しま
す。利用をする場合は前日までに予約をしてください。（予約先は後日お知らせし
ます。）

②五條日裏線 五條バスセンター～日裏間全日２回が休止となります。
代替交通として現行のへき地患者輸送車を活用し、月曜日から土曜日の週６日運
行し、１日あたり２回とします。
五條バスセンター～城戸間については、新たに平日３回、土曜日・日祝日各１回
の路線バスを運行します。

③野原循環線　 全日５回が２回に減便となります。
④専用道五條西吉野線 平日５回は現行どおり運行し、土曜日・日祝日各２回が１回に減便となります。
⑤五條富貴線 平日３回・土曜日２回の運行の内、平日の運行時間については通院等が便利とな

るよう時間変更をします。
⑥南海りんかんバス　真土線 全日６回が廃止となります。
＊詳細な運行時刻等については、３月下旬に奈良交通のホームページ、停留所、バス車内、奈良交通テレホンセ

ンターなどでお知らせする予定です。
　奈良交通（株）ホームページ　http://www.narakotsu.co.jp/
■問合先
▽詳細な運行時刻等について　奈良交通テレホンセンター　☎０７４２・２０・３１００
▽平沼田線・五條日裏線の代替交通の詳細について　企画調整課　本（内線２３３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西吉野支所住民課　西（内線５５）

十津川警察署は五條警察署と統合します
　奈良県警察では、３月１０日（月）十津川警察署は五條警察署と統合す
ることとなりました。
　これまで十津川警察署が管轄していた十津川村は、五條警察署の管轄
区域となります。
　現在の十津川警察署庁舎は、統合後は五條警察署の分庁舎(十津川警
察庁舎)として存続し、自動車運転免許証の更新事務、各種許認可業務
および相談業務等は、本署だけでなく分庁舎でも手続きを行うことがで
きます。
　また、現在の十津川村内の駐在所はそのまま配置します。

現在の警察署の管轄区域
警察署名 位置 管轄区域

五條警察署 五條市 五條市・吉野郡野迫川村
十津川警察署 吉野郡十津川村 吉野郡十津川村

３月１０日統合後の警察署の管轄区域
警察署名 位置 管轄区域

五條警察署 五條市 五條市・吉野郡野迫川村
吉野郡十津川村

■問合先　五條警察署　☎２３・０１１０
　　　　　十津川警察庁舎　☎０７４６・６３・０１１０（統合前と変更なし）
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平成２０年度固定資産（土地・家屋）
価格等の縦覧について
　平成２０年度土地・家屋価格等縦覧帳簿を次の日程で納税者は縦覧できます。
　固定資産（土地・家屋）の価格等の確認を希望する場合は、期間内に税務課窓口までお越しください。

■期間　４月１日（火）～６月２日（月）（土、日、休日は除く）
　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
■場所　税務課（西吉野支所、大塔支所では縦覧できません）
■対象者　市内固定資産の①納税者、②納税管理人、③納税者の委任を受けた人（委任状が必要）に限ります。
■持ち物　「運転免許証や保険証など本人であることを確認できる書類」を窓口で提示してください。
■その他　価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して、審査申出をすることができます。
■問合先　税務課固定資産税係　本（内線２５７、２５８）

４月から
証明書発行等の手数料を改定します
　これまで五條市では、行政全般の経費節減を行うなか、財政健全に向け、安定した自主財源の確保に鋭意努力
を重ねてきました。
　今回の手数料改定については、受益者負担の原則にのっとり、行政サービスのあり方について検討した結果、
行財政改革の一環として４月１日より、次のとおり手数料を改定します。
　市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

証明書の種類 旧手数料（円） 新手数料（円） 担当課
住民票の写しの交付（広域交付含む） ２００ ３００ 市民課
住民票記載事項証明書 ２００ ３００ 市民課
戸籍の附票の交付 ２００ ３００ 市民課
住民基本台帳の閲覧 ２００ ３００ 市民課
外国人記載事項証明書 ２００ ３００ 市民課
外国人登録原票の写し ２００ ３００ 市民課
印鑑登録証明書 ２００ ３００ 市民課
印鑑登録証の再交付 − ３００ 市民課
認可地縁団体印鑑登録証明 ２００ ３００ 市民相談室
認可地縁団体に関する証明 ２００ ３００ 市民相談室
固定資産課税台帳登録事項証明 ２００ ３００ 税務課
固定資産課税台帳閲覧 ２００ ３００ 税務課
課税証明 ２００ ３００ 税務課
納税証明 ２００ ３００ 税務課・保険課
公文書および公簿の閲覧等 ２００ ３００ 税務課
図面の閲覧・照会 ２００ ３００ 税務課
その他手数料 ２００ ３００ 各課

■各支所（西吉野・大塔支所）でも引き続き証明書等の発行を行っています。
■詳細については、各担当課へ問い合わせてください。
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第８回特別弔慰金の申請は
お済みですか？
　申請期限は、３月２１日（金）です。

　ただし、請求期限は３月３１日（月）までですが、この期限を過ぎると、法律の規定により、特別弔慰金を
受ける権利が消滅します。

■対象者　戦没者等の死亡当時の遺族で、平成１７年４月１日において、公務扶助料、遺族年金等を受ける人が
いない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に特別弔慰金が支給されます。

１　弔慰金の受給権者
２　戦没者等の子
３　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
　　（戦没者等と生計関係を有していなかった場合等は除く）
４　前記３以外の　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
５　前記１から４以外の三親等内の親族
　　（戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上生計関係を有していた場合に限ります）

■給付内容　額面４０万円、１０年償還の記名国債

※申請に関する質問・相談があれば、担当課まで早めに連絡してください。

■申請・問合先　社会福祉課福祉係　本（内線２０９、２９９）
　　　　　　　　西吉野支所厚生課　西（内線１７）
　　　　　　　　大塔支所住民厚生課　大（内線２０）

五條市国民健康保険証
４月から個人証（カード）に変更になります
　４月から従来の１世帯での保険証から、個人証（カード）に切り替わります。３月中に、郵送する予定ですので、
加入者ごとに切り離して使用してください。
　ただし、保険税を未納・滞納している人には、郵送されない場合があります。

五條市国民健康保険に加入している
７０～７４歳の人の窓口負担について
　平成２０年４月から平成２１年３月までの１年間、病院等の窓口負担が１割に据え置かれます。

（注１）既に３割を負担している人および、所得により１割負担から３割負担に変更になる人は除きます。

（注２）昨年の制度改正では、７０～７４歳の人の窓口負担については、平成２０年４月から２割負担に見直されることとされ

ていたものを据え置くものです。

■問合先　保険課給付係　本（内線２６７、３６７）
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犬の狂犬病予防注射
○狂犬病予防注射は、毎年１回受けること

が義務づけられています。（狂犬病予防法）
○集合注射に来られない場合は、かかりつ

けか近くの動物病院で獣医師に相談のう
え受けるようにしてください。（個別に受
ける場合の料金は、病院によって異なり
ますので、直接病院へ問い合わせてくだ
さい。）

■日時・場所　別表のとおり
■料金　３，２００円（注射手数料２，６５０
円、注射済票交付手数料５５０円）

☆犬の登録を済ませている場合は、３月末か
ら４月初旬にかけて「集合注射実施のお知
らせ」をはがきで送付します。会場には注
射料金とそのはがきを持参してください。

集合注射には、犬を十分に
制御できる人が来場してください！

犬の登録
○犬の登録は生涯一回ですので、一度登録

をすませるとその犬が死亡するまで有効
です。

○新たに犬を飼い始めた人、既に飼ってい
る人で、平成７年４月１日以降に登録を
済ませてない場合は、犬の登録を行って
ください。

■登録に必要なもの
　登録手数料　３，０００円（１匹につき）
　※集合注射実施会場でも登録手続きが可

能です。

☆犬が死亡したり、犬の所在地、所有者の
住所・氏名等に変更があった場合は、必
ず届け出てください。

■問合先
　生活環境課　本（内線３９１、３８８）
　西吉野支所厚生課　西（内線１７）
　大塔支所住民厚生課　大（内線２１）

狂犬病予防注射と犬の登録
○別表　狂犬病予防注射日程
■五條地区
月 日 曜 時    間 会    場

４

7 月 午前９時30分～11時30分 田園３丁目集会所
午後１時30分～３時30分 田園５丁目集会所

8 火 午前９時30分～11時30分 五條市水道局横駐車場
午後１時30分～３時 五條東体育館

10 木 午前９時30分～11時 原集会所
午後１時30分～３時 北宇智公民館

11 金 午前９時30分～11時30分 宇智公民館
午後１時30分～２時30分 野原東住民センター

14 月 午前９時30分～11時 二見公民館
午後１時30分～３時30分 阪合部文化会館（裏手駐車場）

15 火 午前９時30分～11時 五條吉野土地改良区
午後１時30分～３時30分 野原公民館

■西吉野地区
月 日 曜 時    間 会    場

４

17 木

午前10時10分～10時15分 宗桧公民館西日裏分館
午前10時20分～10時25分 川股　岸本信雄様宅前
午前10時35分～10時45分 宗桧上地域集会所（茄子原）
午前10時50分～10時55分 立川渡釈迦堂
午前11時10分～11時20分 永谷多目的集会所
午前11時35分～正午 西吉野保健福祉センター
午後１時10分～１時50分 旧ＪＡ西吉野賀名生選果場本場前
午後２時～２時20分 滝共選場前

18 金

午前10時20分～11時 奈良交通専用道城戸（旧ＪＲバス城戸駅）
午前11時10分～11時20分 西吉野コミュニティセンター
午前11時30分～11時40分 唐戸会館前
午後１時～１時30分 旧ＪＡ西吉野西部支所前
午後１時40分～２時20分 西吉野北総合センター
午後２時30分～２時50分 百谷地区構造改善センター（百谷集会所）
午後３時～３時05分 市道湯川大淀線　西様宅前

■大塔地区
月 日 曜 時　間 会　場

４ 11 金

午前９時30分～９時40分 篠原（冨田喜八郎様宅下）
午前９時50分～１0時 惣谷宮前バス停前
午前10時05分～１0時15分 惣谷福本商店前
午前10時30分～１0時40分 中井傍示旧永盛小学校
午前10時55分～１1時 清水集会所前
午前11時05分～１1時10分 赤谷集会所前
午前11時15分～１1時25分 宇井（辻本晃夫様宅前）
午前11時30分～１1時35分 閉君集会所前
午前11時45分～１1時50分 殿野（吉川進様宅車庫前）
午前11時55分～午後０時15分 大塔支所前
午後１時～１時05分 引土信称寺上
午後１時10分～１時15分 飛養曽（森尾茂光様宅前）
午後１時25分～１時30分 堂平（西本美代子様宅上広場）
午後１時40分～１時45分 中原開拓地蔵前
午後１時55分～２時 中原集会所
午後２時05分～２時10分 下阪本バス停前
午後２時15分～２時20分 向井阪本（泉井様宅前）
午後２時35分～２時40分 簾（福本様宅前）
午後２時50分～３時 阪本バス停前（昭和館前）
午後３時05分～３時10分 天辻公営住宅駐車場前

1�くらしのメモ



マナーを守って楽しい散歩。
後始末は最後まで！　それが飼い主の責任です。
犬の放し飼いはしないようにしましょう。

　五條市では､河川等の水質汚濁防止や快適で文化的な生活環境の実現等に寄与するため、今年度に引き続き平
成２０年度も浄化槽設置整備事業の実施を予定しています。
　これは、今年４月から平成２１年１月末まで（工期および完成後の現場検査等の都合上、申込締切日は１１月
末までとします）に、補助の対象となる区域に合併処理浄化槽を設置する場合、国・県の補助制度を導入して、
予算の範囲内で設置費用の一部を補助するものです。
　受付開始は、４月の予定です。詳細については次まで問い合わせてください。

■問合先
　生活環境課　本（内線３９１、３８８）
　西吉野支所厚生課　西（内線１７）
　大塔支所住民厚生課　大（内線２１）

設置費用一部の補助を行います
浄化槽設置整備事業

犬・ねこの飼い方などをめぐって
苦情やトラブルが増えています！！
困りますね！

L犬やねこが、公園・道路・河川敷・他人の土地・作物・ゴミ集積所などを荒らす、汚す。
L犬のフンを始末しない。（五條市の条例違反です）
L犬やねこを捨てる。
L犬を放し飼いにする。
※最近、ねこが私有地（他人の土地）に入って、フンをして困るという苦情が大変増えています！
　しつけも飼い主の責任です。「うちのねこは大丈夫」ではなく、今一度見直してみましょう。

正しい飼い方の基本って？

J犬やねこの好きな人ばかりがいるわけではありません。他人に迷惑や危害を及ぼすことのないよう、
　十分な心　配りと正しいしつけが必要です。
J本能・習性および生理をよく理解して飼う。
J家族と同様の愛情を持って終生飼う。
J人の生命、身体または財産に対する侵害を防ぎ、生活環境を害することのないよう責任を持って飼う。

■問合先　生活環境課生活対策係　本（内線３９１）
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　「土砂災害警戒情報」は、大雨時に土砂災害発生の危険度
に関して、都道府県と気象庁が共同して発表する新たな情
報です。この情報は、過去の降雨と土砂災害発生状況のデー
タから判断して土砂災害発生の危険度が非常に高くなった
場合に発表されます。
　この情報は市町村の行う避難勧告や、住民の皆さんが行
う自主避難の判断材料として役立てていただくことを目的
として、土砂災害の危険度が非常に高くなった場合に発表
されます。

■発表の方法
　テレビ、ラジオ、気象庁のホームページなど

■五條市の警戒情報
　五條市北部（大塔町以外）
　五條市南部（大塔町のみ）の2地区に分割して発表されます。

■対象となる土砂災害
　土石流
　急傾斜地の崩壊
　　（※斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地すべりは発表の対象ではありません）
　土砂災害警戒情報が発表された場合は降雨の状況や周辺の状況を確認し、災害発生の危険性を感じた場合には、
速やかに避難行動に移るようにしてください。

■問合先　庶務課交通防災係　本（内線２３６）

土砂災害警戒情報の運用を開始します

　平成１６年８月１０日、旧大塔村（現五條市大塔町）宇井地区において地滑りが発生し、約１２０ｍにわたり国
道１６８号が崩落し通行止めとなりました。
　これにより、迂

う

回
かい

路
ろ

での通行を確保し、崩土撤去、のり面対策工、抑止杭工および、より安全な橋
きょう

梁
りょう

形式での
道路復旧工事を推進してきました。
　今回の崩落部分の災害復旧工事が完了したことで、より安全な道路として開通することとなりました。

■開通日　３月１８日（火）午前６時

■問合先　奈良県五條土木事務所工務第一課　☎０７４６・６８・０３３６

一般国道１６８号《大塔町宇井地区》が
３月１８日 に開通します

市民税の申告・所得税の確定申告はお済みですか？
申告期間　３月１７日（月）まで（土曜・日曜日は除く）

■問合先　税務課市民税係（内線２５６、２９８）
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【新町村への移住元一覧】(1701年～ 1875年:175年間の135例)
○大和国　７７例(57％ ) 左の宇智郡の内訳(56例中)
・宇智郡　56例
・吉野郡　6
・葛上郡　6
・葛下郡　2
・高市郡　2

・十市郡　1
・宇陀郡　1
・広瀬郡　1
・式下郡　1
・添上郡　1

(56例：41.5％ )
・二見村　17例
・五条村　15
・野原村　4
・下之村　3
・大沢村　3
・火打村　2
・相谷村　2
・釜窪村　1
・上野村　1
・霊安寺村1

・山田村　1
・近内村　1
・原村　　1
・居伝村　1
・中村　　1
・表野村　1
・黒駒村　1
・上野村　1

○紀伊国　42例(31.1％ )
・和歌山　5
・伊都郡　30(22％ )
・那賀郡　5

・有田郡　1
・日高郡　1

○摂津国(大坂)　７例(5.2％ )
○河内国　　　７例(5.2％ )
○和泉国　　　２例(1.5％ )
備考：前回の【新町への移住一覧】とは重複していない。前回の五条村・二見
村・須恵村分の126例をこの一覧に加味すると事情は変わる。

明治５年
人口動態

人口増加 人口減少
生 移住 死 移住

明治５年２月 ３件 １
３月 ２ １
４月 ２ ２
５月
６月
７月 ２ ３
８月 ３ １
９月 １ ２ １

10月 １ ２ １
11月 ２ ２ ２ １
12月

明治６年１月 ８
計 ２４ ２ １４ ３

備考：『人籍書上下調帳』

回に引き続いて、今回も近世の新町地域の人々の動きを
追います。【柏田家文書】の中の『村送り手形』などを元にして、他
地域から新町村への移住元について一覧表を作成しました。時
代的に偏っていたりしますが、元禄１４（１７０１）年～明治８

（１８７５）年の１７５年間の１３５例が判明します。
　いくつかの特徴を列挙すると、宇智郡内からの移住が特に多
いこと、その中でも五条村と二見村が目立つこと、紀伊国、中
でも隣接した伊都郡（橋本市方面）からの移住者が特に多いこと、
摂津・河内・和泉などの大阪府方面からもそれなりに見られる
こと、遠方でも大坂城下や和歌山城下の町場からの移住が顕著
であること、大和国内では吉野郡・葛上郡以外は少ないことな
どを指摘できると思います。新町に＜堺筋＞の通り（絵図には大
坂道とも）があるのも示唆的です。残念ながら、これら移住の理

由・目的が不明な場合が
多いのです。具体的に職
業が分かるのは、粉河か
らの＜味噌・醤油商売＞、
伊都郡からの＜医師＞と
＜下駄職＞、田原本から
の＜紺屋渡世＞だけです。
　『堺市史』には、少なく
とも延享３（１７４６）年
以前から、新町の火薬製
造業者村松清三郎から堺
の調合業者高

たか

三
さぶ

家が合
あい

薬
やく

を購入していたことを記
録しています（隆

りゅう

達
たつ

節
ぶし

の高三家）。また、京都・大坂を拠点に各
地で興行していた女

おんな

舞
まい

の三勝の一座が五條で舞ったと伝えられ
る（実際、女舞の三勝と新町の赤根屋半七の心中を遡

さかのぼ

ること７年
前の１６８８＜貞享５＞年に、奈良の芝辻村・油坂村・法蓮村
地域では女舞が演ぜられている）のも、日頃からの河内国・摂津
国とのつながりが存在していたからこそだと思います。
　次に【明治５年人口動態】を掲げましたが、実に１年間に２４
人の新生児が誕生しています。略しましたが翌年１年間では
１４人、翌々年では２６人です。死者は翌年１５人、翌々年
１６人です。３年間での自然増加数は１９人となります。少子
社会の現代から見ると、驚嘆する新生児の数と自然増加数です。
皆さんはどのような感想をお持ちになるでしょうか。

「近世の新町」②　−歴史的雄都の五條−

（新町と松倉豊後守重政４００年記念事業実行委員会委員　藤井正英）

五條地区公園を管理運営する指定管理者を募集します

前

指定管理者制度とは
　平成１５年６月に地方自治法の改正により創設された制度です。
　従来、市の公の施設の管理は、市が直接行うほかは、市の出資法人や公共団体のみが行うことができました。
しかしこの制度の創設により民間事業者などの団体でも公の施設の管理を行うことが可能になりました。この制
度は公の施設の管理について、住民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的としています。

対象施設
名　　称 所　在　地 面　積

５ 万 人 の 森 公 園 五條市北山町９３０番地の１ ８．４ｈａ
上 野 公 園 五條市上野町２４６番地 １６．７ｈａ
阿 田 峯 公 園 五條市三在町１６８０番地 ５．１ｈａ

募集要項および仕様書の配布期間 ３月１９日（水）まで

申請の受付期間 ４月２５日（金）まで
　　
■問合先　公園緑地課公園緑地係　本（内線４０２）
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し尿くみ取りのお知らせ
〈大塔地区〉

　4月のくみ取りについては、次の日程で
実施する予定です。希望する場合は業者へ
直接依頼してください。

4月10日（木）・24日（木）
※当日の受付はできません。
■申込・問合先　ダイワクリーンサービス
　　　　　　　　☎０７４５・５２・３３７２

市立五條文化博物館　冬季企画展
春はもうすぐ

−春を待つ人びとの祈り−
３月３０日(日)まで開催中

学芸員の展示解説があります
■日　時　３月１６日（日）　午後２時から
■会　場　市立五條文化博物館
■参加費　観覧料で参加できます

■問合先　市立五條文化博物館
　　　　　☎２４・２０１１

五
條
市
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光
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テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会

新
規
会
員
募
集

　

五
條
市
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
の
会
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所
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説
明
や
案
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を
行
う
ボ
ラ
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町
１
丁
目
１
番
１
号　

五
條
市

役
所
商
工
観
光
課
内

　

☎
２
２
・
４
０
０
１（
内
線
２
１
０
）

　

FAX
２
２
・
８
２
１
０

剣
道
新
入
部
員
募
集

　

金
陽
剣
道
ク
ラ
ブ
で
は
、
小
学
１

年
生
以
上
の
子
供
を
対
象
に
新
入
部

員
を
募
集
し
ま
す
。

■
練
習
日
時　

毎
週
火
・
木
・
土
曜

日
午
後
７
時
30
分
～
９
時（
土
曜

日
は
午
後
７
時
～
９
時
）

■
場
所　

中
央
体
育
館（
火
・
木
曜

日
）、
牧
野
小
学
校
体
育
館（
土
曜

日
）

※
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

■
申
込
締
切　

４
月
30
日（
水
）

■
申
込
・
問
合
先

　

金
陽
剣
道
ク
ラ
ブ（
桝
竹
）

　

☎
２
５
・
４
１
３
１

手
話
通
訳
者（
基
礎
）養

成
講
座

　

手
話
を
勉
強
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時　

４
月
12
日
か
ら
毎
週
土
曜

日
午
後
１
時
～
３
時（
年
間
30
回
）

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
定
員　

20
人（
中
学
生
以
上
の
人
）

■
内
容　

手
話
基
礎
講
座

■
指
導
者　

五
條
市
手
話
通
訳
者
会

■
参
加
費　

１
，２
０
０
円
程
度（
テ

キ
ス
ト
代
）

■
申
込
締
切　

３
月
31
日（
月
）

■
申
込
・
問
合
先

　

社
会
福
祉
課
福
祉
係
本（
内
線

２
０
９
、２
９
９
）

茶
華
道
教
室

　

中
央
公
民
館
で
、
楽
し
く
お
茶
と

お
花
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

　

五
條
市
茶
華
道
協
会
の
講
師
が
、

初
歩
か
ら
て
い
ね
い
に
指
導
し
ま

す
。
月
１
回
の
教
室
で
、
気
軽
に
参

加
で
き
ま
す
。

■
日
時
・
費
用

《
茶
道
教
室（
表
千
家
・
裏
千
家
）》

▽
日
時　

毎
月
１
回
月
曜
日（
不
定

期
）午
後
１
時
～
３
時

▽
費
用　

１
回
２
，
０
０
０
円（
会

費
・
水
屋
料
）

《
生
花
教
室
》

▽
日
時　

　

第
１
水
曜
日
＝
未
生
流

　

第
２
水
曜
日
＝
未
生
流
大
阪

　

第
３
水
曜
日
＝
嵯
峨
御
流

　

第
４
水
曜
日
＝
無
双
真
古
流
・
池

坊

　

午
前
10
時
～
正
午

▽
費
用　

花
代
、
初
回
に
利
用
団
体

連
絡
協
議
会
費
３
０
０
円

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
講
師　

五
條
市
茶
華
道
協
会
各
流

派
代
表
者

■
申
込
方
法　

次
ま
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。随
時
受
け
付
け
ま
す
。

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

　

五
條
市
茶
華
道
協
会（
芳
田
）

　

☎
２
２
・
５
７
１
５

催し

県
立
五
條
高
等
学
校

吹
奏
楽
部第

５
回
定
期
演
奏
会

■
日
時　

３
月
29
日（
土
）午
後
１
時

30
分
開
場
、
２
時
開
演

■
場
所　

市
民
会
館

■
内
容　
《
第
１
部
》天
童
風
犬
伝
ー

民
話
べ
ん
べ
こ
太
郎
に
寄
せ
て
ー

（
八
木
澤
教
司
）、
ピ
ア
ノ
コ
ン

チ
ェ
ル
テ
ィ
ー
ノ
よ
り
（
伊
東
康

英
）ほ
か

《
第
２
部
》ザ
ー
ド
・
メ
ド
レ
ー
、
リ

ト
ル
マ
ー
メ
イ
ド
ほ
か

■
問
合
先

　

県
立
五
條
高
等
学
校（
山
内
）

　

☎
２
２
・
４
１
１
６

　

E
-m

ail　

yam
auti@

g
ojo-h.

ed.jp
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　「広報五條」は原則新聞折り
込み（ただし全国紙等）で配布
します。新聞を購読していない、
または新聞広告等が折り込まれ
ていない世帯については、個別
発送希望の申請を行ってくださ
い。
インターネットの五條市ホームページ
（http://www.city.gojo.lg.jp/）
にも「広報五條」を掲載してい
ます。

五條市ホームページに
 バナー広告 を出してみませんか
五條市ホームページに掲載する「バナー広告」を募集
します。この事業は、市の資産を広告媒体として活
用する広告事業の一環として行うものです。以下は、
バナー広告の募集概要です。詳しくは、五條市ホー
ムページに掲載しています。

五條市トップページの
月間アクセス件数は、
10,000〜12,000件！

www.city.gojo.lg.jp/koukoku
バナー広告の内容等 

広告の掲載位置 五條市ホームページのトップページに８枠 
（掲載位置の指定はできません）

広告の掲載料金 １枠あたり月額  ７，０００円（消費税および地方消費税を含む）

バナー画像
大きさ：縦４１ピクセル×横１７５ピクセルＧＩＦ

（アニメ可、透過ＧＩＦ不可）、ＪＰＥＧ、ＰＮＧのいずれかで、容
量 ８ＫＢ以下

募集する掲載期間（平成20年度分）平成２０年４月～平成２１年３月までの間の任意
の月（１か月単位での申し込みが可能です。） 

■問合先　企画調整課バナー広告担当　本（内線３１４）

第
24
回
朗
読
発
表
会

■
日
時　

３
月
30
日（
日
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
開
演

■
場
所　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

■
朗
読
作
品　
「
佐
賀
の
が
ば
い
ば

あ
ち
ゃ
ん
」ほ
か

■
入
場
料　

無
料（
お
み
や
げ
有
）

■
そ
の
他　

五
條
市
朗
読
サ
ー
ク
ル

で
は
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
で
あ
な

た
も
朗
読
の
勉
強
を
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

　
（
第
１
・
３
金
曜
日
午
後
６
時
30
分

～
８
時
30
分
）

■
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

第
11
回
市
民
ゴ
ル
フ
大
会

■
開
催
日　

５
月
５
日（
月
・
祝
）

■
場
所　

シ
プ
レ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
■
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
ま
た

は
勤
務
す
る
人（
平
成
21
年
度「
国

体
奈
良
県
代
表
選
考
会
」出
場
の

五
條
市
代
表
選
手
選
考
会
を
兼
ね

る
）

■
定
員　

40
組（
１
６
０
人
）

■
費
用　

メ
ン
バ
ー
＝
１
２
，
０
０
０

円
、
ゲ
ス
ト
＝
１
５
，
０
０
０
円

（
競
技
参
加
費
、
昼
食
、
キ
ャ
デ
ィ
、

乗
用
カ
ー
ト
、
消
費
税
含
む
）

■
申
込
方
法　

４
月
25
日（
金
）（
必

着
）ま
で
に
シ
プ
レ
カ
ン
ト
リ
ー

ク
ラ
ブ
へ
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。（
定
員
に
な
り
次
第
締

め
切
り
ま
す
）

※
申
込
用
紙
は
、
シ
プ
レ
カ
ン
ト

リ
ー
ク
ラ
ブ
、
奈
良
カ
ン
ト
リ
ー

ク
ラ
ブ
、
プ
レ
デ
ィ
ア
ゴ
ル
フ
、

五
條
ゴ
ル
フ
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
。

■
そ
の
他

※
申
し
込
み
後
の
参
加
者
の
変
更
は

必
ず
競
技
日
の
前
日
ま
で
に
シ
プ

レ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
ま
で
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

※
当
日
の
組
み
合
わ
せ
は
、
後
日
代

表
者
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
連
絡
し
ま
す
。

※
組
み
合
わ
せ
表
送
付
後
の
キ
ャ
ン

セ
ル
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
ン
セ
ル

料
１
，
０
０
０
円
が
必
要
で
す
。

■
問
合
先

　

シ
プ
レ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
（
堂

本
）

　

☎
２
２
・
８
１
８
１

　

奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ（
益
田
）

　

☎
２
２
・
２
３
９
１

　

FAX
２
５
・
０
０
９
１

　

プ
レ
デ
ィ
ア
ゴ
ル
フ（
梶
谷
）

　

☎
２
３
・
２
３
９
１

危
険
物
取
扱
者
試
験

■
実
施
日　

５
月
18
日（
日
）

■
場
所　

天
理
大
学（
天
理
市
杣
之

内
町
１
０
５
０
）

■
区
分　

全
類（
甲
・
乙
・
丙
種
）

■
願
書
受
付
期
間　

４
月
２
日（
水
）

～
４
月
９
日（
水
）

■
そ
の
他　

願
書
は
、
五
條
市
消
防

本
部
に
あ
り
ま
す
。

■
問
合
先

　

五
條
市
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
２
２
・
３
３
１
０

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

《
善
意
銀
行
》

　

松
本
和
義（
今
井
）

　

大
杉
秀
次（
生
子
町
）

　

生
蓮
寺
和
讃
講（
二
見
）

訂
正

　

本
紙
２
月
号
、
裏
表
紙「
施
設
紹

介
」の
記
事
中「“
急
病
や
け
が
”を
し

た
市
民
の
皆
さ
ん
」と
あ
る
の
は「
急

病
の
市
民
の
皆
さ
ん
」、
同「
市
民
ご

よ
み
」の
記
事
中
、
各
種
年
金
相
談

の
場
所
が「
中
央
公
民
館
」と
あ
る
の

は「
商
工
会
館
」、ま
た
16
ペ
ー
ジ「
親

子
ふ
れ
あ
い
広
場（
体
験
教
室
）」日

時
の
記
事
中
、「
午
前
１
時
30
分
」と

あ
る
の
は「
午
後
１
時
30
分
」の
誤
り

で
す
。
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